【錦田公民館用】
[bookmark: _Hlk202540528]三島市立公民館に係るサークル・団体登録の運用基準
三島市立公民館（以下、「公民館」という。）では社会教育（生涯教育）や地域コミュニティーの向上を奨励し、公平に公民館をご利用していただくため、運用の基準を次のとおり定めています。
[bookmark: _Hlk202538652][bookmark: _Hlk202532604]１　サークル・団体の登録
[bookmark: _Hlk202598714]・公民館を利用するには、年度ごとにサークル・団体（以下、「団体等」という。）を登録することが原則です。毎年度、登録申請の手続きをお願いします。
・公民館の目的や活動内容を理解し、各公民館でのボランティア清掃や文化祭などの事業に積極的に協力していただくようお願いします。協力しないことが確認された場合は、団体等の登録が取り消される可能性があります。
・団体等に登録されているメンバーの合計人数は、5人以上必要です。さらに、住所が三島市内に在住または通勤・通学している方が半数以上を占める必要があります。
※「中郷公民館」と「北上公民館」の多目的ホールを利用する場合は、団体等に登録されているメンバーの合計人数は10人以上である必要があり、かつ、住所が三島市内に在住または通勤・通学している方が半数以上を占める必要があります。
[bookmark: _GoBack]・団体登録者の情報に変更があった場合は、迅速に名簿などを再提出してください。
[bookmark: _Hlk202539397]２　登録を認められない団体
・社会教育法第20条に規定する公民館の目的に反する団体
・社会教育法第23条に規定する行為（営利目的、選挙活動、宗教活動等）により使用する団体
・活動内容、経費及び会員名簿等を明示できない団体
・講師と団体代表者が同一の団体
・講演会など不特定の参加者を公募する使用を行おうとする団体
・既に登録した団体と活動内容が同じで、構成員の半数以上が同一者である団体
・構成員又はその一部が暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員（反社会的勢力）である団体
３　その他（注意事項等）
・上記の運用に協力いただけない場合は、登録を見合わせてください。
・団体登録申請書の審査は、1週間程度要します。結果は電話等でご連絡します。
・施設の予約や三島市公共施設予約システム（インターネット）での予約は、団体登録が認められてから可能です。
・予約の手続きは、該当する各公民館事務所へお越しいただき、書面での申請を行うか、三島市公共施設予約システム（インターネット）で行ってください。
※電話、郵便、ＦＡＸ並びに口頭での予約はできませんが、施設の予約状況の確認は可能です。
・各公民館で毎年開催される文化祭（11月開催予定）等は、出演や出展の有無に関わらず参加、運営等にご協力ください。
・施設を使用する権利を譲ったり貸したり、他の名称で使用することはできません。また、承認を受けた目的・用途以外で使用することはできません。
・公民館の使用に際しては、各公民館の使用の手引き等を参照してください。
三島市立公民館の利用者に係る個人情報の取扱い
１　施設利用者個人情報の利用目的
収集した個人情報は、三島市や三島市教育委員会・三島市及び三島市教育委員会が施設の管理委託をしている業者・公共施設予約システムのサービスを提供している事業者（「以下「サービス提供事業者」と呼びます」）において、以下の目的に使用します。
1 　施設利用手続きのため
2 　本システムや施設の運用を円滑におこなうため
3 　緊急事態発生時の連絡先把握のため
２　施設利用者個人情報の提供
第三者への提供は、法令等に定めがあるとき、本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき、出版、報道等により公にされているとき、人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき等を除き行いません。また、管理を委託している業者やサービス提供事業者とは、個人情報保護に関する取り決めをかわしています。
３　取得させていただく内容について
個人情報のご記入については、ご本人の判断に任されますが、個人情報を正しくご記入いただけない場合、適切な施設サービスを受けることができない場合があります。
承諾書・同意書
「三島市立公民館に係るサークル・団体登録の運用基準」を承諾するとともに、「三島市立公民館の利用者に係る個人情報の取扱い」に関し同意します。
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	※ 代表者の氏名は、ご署名（直筆）があれば押印（捺印）は不要です。



